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　被保険者証 　　
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④【介護保険事務所】

④【介護保険事務所】④【介護保険事務所】
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市民 ・ 町民
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受 付受 付

受 付
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・地域包括支援センター  ・市町窓口  ・介護保険事務所

①①①①

基本チェックリスト実施窓口

基本チェックリスト実施窓口基本チェックリスト実施窓口

基本チェックリスト実施窓口 基本チェックリスト実施窓口

基本チェックリスト実施窓口基本チェックリスト実施窓口

基本チェックリスト実施窓口基本チェックリスト実施窓口

基本チェックリスト実施窓口基本チェックリスト実施窓口

基本チェックリスト実施窓口

要介護認定申請

要介護認定申請要介護認定申請

要介護認定申請

相談 ・ 説明

相談 ・ 説明相談 ・ 説明

相談 ・ 説明

「要介護認定申請と基本チェックリストの振り分け　例」参照

「要介護認定申請と基本チェックリストの振り分け　例」参照「要介護認定申請と基本チェックリストの振り分け　例」参照

「要介護認定申請と基本チェックリストの振り分け　例」参照

基本チェックリスト実施

基本チェックリスト実施基本チェックリスト実施

基本チェックリスト実施

２．受付から介護予防ケアマネジメントまで２．受付から介護予防ケアマネジメントまで２．受付から介護予防ケアマネジメントまで２．受付から介護予防ケアマネジメントまで

事業対象非該当者

一般介護予防

一般介護予防一般介護予防

一般介護予防

事業へ

事業へ事業へ

事業へ

介護予防

介護予防介護予防

介護予防

ケアマネジメントへ

ケアマネジメントへケアマネジメントへ

ケアマネジメントへ

事業対象該当者

③【市町窓口】

③【市町窓口】③【市町窓口】

③【市町窓口】 ⑤【地域包括支援センター】

⑤【地域包括支援センター】⑤【地域包括支援センター】

⑤【地域包括支援センター】

ケアマネジメント

依頼届

基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

負担割合証

事業対象者の

被保険者証

（ア）認定更新時等、事

業対象者に該当する

ような場合は、包括に

相談してください。

事事業内容は業内じ容は

（イ）①事業対象者がサービ

スを利用する場合は介護予

防ケアマネジメントにチェック

し、提出してください。

②要支援者の場合は介護

予防サービス計画作成・介

護予防ケアマネジメントのい

ずれかにチェックし、提出し

てください。

③事業対象者⇔要支援者

の場合は変更の都度提出

が必要です。

④要支援者であって、介護

予防サービス計画⇔介護予

防ケアマネジメントの変更の

場合は提出不要です。

※届出確認表を参照してく

ださい。

事事業内容は業内じ容は

（ウ）基本チェックリスト原本、

介護予防ケアマネジメント依

頼届出書、（被保証）の受領

後、事業対象者の被保険者

証を発行します。
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勧奨通知同封

 

 

 

①地域包括支援センターや

勧奨通知同封

★利用対象者★利用対象者★利用対象者★利用対象者

・要支援１・２の方・要支援１・２の方・要支援１・２の方・要支援１・２の方

★サービス内容★サービス内容★サービス内容★サービス内容

◎

利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。

◎

 

ができます。ができます。ができます。ができます。

※これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた

問介護や

勧奨通知同封

利用して自立した生活を続けましょう！

 

 

 

①地域包括支援センターや

す。 

②その結果、生活機能の低下

（これまでの要介護・要支援認定に加えて「事業対象者」が新設されました。）

③地域包括支援センターで話し合い、ケアプランを作成します。

④介護予防・生活支援サービス事業の利用開始

 

勧奨通知同封

★利用対象者★利用対象者★利用対象者★利用対象者

・要支援１・２の方・要支援１・２の方・要支援１・２の方・要支援１・２の方

★サービス内容★サービス内容★サービス内容★サービス内容

◎訪問型サービス

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、

利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。

◎通所型サービス

 通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること

ができます。ができます。ができます。ができます。

※これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた

問介護や介護予防通所介護と同等のサービスを受けることもできます。

サービスをサービスをサービスをサービスを

利用するには利用するには利用するには利用するには

勧奨通知同封 表

利用して自立した生活を続けましょう！

①地域包括支援センターや

②その結果、生活機能の低下

（これまでの要介護・要支援認定に加えて「事業対象者」が新設されました。）

③地域包括支援センターで話し合い、ケアプランを作成します。

④介護予防・生活支援サービス事業の利用開始

勧奨通知同封 裏 

★利用対象者★利用対象者★利用対象者★利用対象者    

・要支援１・２の方・要支援１・２の方・要支援１・２の方・要支援１・２の方        

★サービス内容★サービス内容★サービス内容★サービス内容    

訪問型サービス 

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、

利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。

通所型サービス 

通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること

ができます。ができます。ができます。ができます。    

※これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた

介護予防通所介護と同等のサービスを受けることもできます。

利用する利用には
サービスをサービスをサービスをサービスを

利用するには利用するには利用するには利用するには

利用して自立した生活を続けましょう！

①地域包括支援センターや市町

②その結果、生活機能の低下

（これまでの要介護・要支援認定に加えて「事業対象者」が新設されました。）

③地域包括支援センターで話し合い、ケアプランを作成します。

④介護予防・生活支援サービス事業の利用開始

        ・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方

 

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、

利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。

 

通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること

※これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた

介護予防通所介護と同等のサービスを受けることもできます。

利用する利用には？ 
サービスをサービスをサービスをサービスを    

利用するには利用するには利用するには利用するには？？？？

利用して自立した生活を続けましょう！

市町の担当窓口で

②その結果、生活機能の低下等がみられた場合

（これまでの要介護・要支援認定に加えて「事業対象者」が新設されました。）

③地域包括支援センターで話し合い、ケアプランを作成します。

④介護予防・生活支援サービス事業の利用開始

・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、

利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。

通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること

※これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた

介護予防通所介護と同等のサービスを受けることもできます。

 

？？？？    

利用して自立した生活を続けましょう！

の担当窓口で行っている基本チェックリストを受けま

がみられた場合

（これまでの要介護・要支援認定に加えて「事業対象者」が新設されました。）

③地域包括支援センターで話し合い、ケアプランを作成します。

④介護予防・生活支援サービス事業の利用開始

・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、

利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。利用者と協働して家事の援助等を行います。    

通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること

※これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた

介護予防通所介護と同等のサービスを受けることもできます。

利用して自立した生活を続けましょう！

行っている基本チェックリストを受けま

がみられた場合…「事業対象者」と判定されます。

（これまでの要介護・要支援認定に加えて「事業対象者」が新設されました。）

③地域包括支援センターで話し合い、ケアプランを作成します。

④介護予防・生活支援サービス事業の利用開始です！！

・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、

通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること

※これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた

介護予防通所介護と同等のサービスを受けることもできます。

利用して自立した生活を続けましょう！ 

行っている基本チェックリストを受けま

…「事業対象者」と判定されます。

（これまでの要介護・要支援認定に加えて「事業対象者」が新設されました。）

③地域包括支援センターで話し合い、ケアプランを作成します。

！！ 

・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、

通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること

※これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた

介護予防通所介護と同等のサービスを受けることもできます。

 

行っている基本チェックリストを受けま

…「事業対象者」と判定されます。

（これまでの要介護・要支援認定に加えて「事業対象者」が新設されました。）

③地域包括支援センターで話し合い、ケアプランを作成します。 

・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、

通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること

※これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた

介護予防通所介護と同等のサービスを受けることもできます。 

を 

行っている基本チェックリストを受けま

…「事業対象者」と判定されます。 

（これまでの要介護・要支援認定に加えて「事業対象者」が新設されました。） 

とは？

・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方    

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、

通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること

※これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた介護予防訪

 

行っている基本チェックリストを受けま

 

とは？ 

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、

通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けること

介護予防訪
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非該当通知 表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎認定審査会で最終判定をしました◎認定審査会で最終判定をしました◎認定審査会で最終判定をしました◎認定審査会で最終判定をしました    

一次判定は、認定調査の結果を基に、コンピュータによって、どの程度の

介護の手間がかかるかを推計するものです。認定審査会（二次判定）では、

この結果を原案として、医師の意見書や調査員の書面による情報をもとに、

審査判定を行います。 

 

○このたび、認定審査会で「非該当」「非該当」「非該当」「非該当」の判定となったことから、介護（予

防）給付のサービスは受けられないことになります。 

○しかし、今後心身の状況が変化し介護を必要とする状態となったと思っ

たときには、いつでも要介護認定の申請を行うことが出来ます。 

 

 

 
    

あなたの心身の状況は『社会的支援を要す

る状態』には至っていないため、介護保険

給付の対象者には 

該当しない該当しない該当しない該当しないと認定されました。と認定されました。と認定されました。と認定されました。 

要介護認定の結果をお知らせします。要介護認定の結果をお知らせします。要介護認定の結果をお知らせします。要介護認定の結果をお知らせします。    

認定調査 

医師の意見書 

介介介介    護護護護    認認認認    定定定定    審審審審    査査査査    会会会会    

認
 

 
定

 

審
 

査
 

・
 

判
 

定
 

要支援１・２ 社会的支援を要する 

要介護１ 部分的介護を要する 

要介護２ 軽度の介護を要する 

要介護３ 中等度の介護を要する 

要介護４ 重度の介護を要する 

要介護５ 最重度の介護を要する 

コンピュータによる

一次判定 

非非非非    該該該該    当当当当    

書面による情報 

（特記事項） 

問い合わせ先 

大曲仙北広域市町村圏組合 

介護保険事務所 認定審査班 

TEL：０１８７-８６-３９１２ 

FAX：０１８７-８６-３９１４ 
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非該当通知　裏

　■利用対象者

　・要支援１・２の方　　・６５歳以上の方で「事業対象者」の判定がされた方

　■サービス内容

　◎訪問型サービス

　◎通所型サービス

市町 名　　　称 電話番号

高齢者あんしん相談室中央（大仙市地域包括支援センター中央） 0187-63-1111

高齢者あんしん相談室東部（大仙市地域包括支援センター東部） 0187-56-7125

高齢者あんしん相談室西部（大仙市地域包括支援センター西部） 0187-87-3970

仙北市

仙北市包括支援センター 0187-43-2283

美郷町

美郷町地域包括支援センター 0187-84-4907

市町介護保険担当課　一覧

市町介護保険担当課　一覧市町介護保険担当課　一覧

市町介護保険担当課　一覧

市町 名           称 電話番号

大仙市地域包括支援センター 0187-63-1111

大仙市神岡支所市民サービス課 0187-72-4604

大仙市西仙北支所市民サービス課 0187-75-2973

大仙市中仙支所市民サービス課 0187-56-2115

大仙市協和支所市民サービス課 018-892-3691

大仙市南外支所市民サービス課 0187-74-2113

大仙市仙北支所市民サービス課 0187-63-3003

大仙市太田支所市民サービス課 0187-88-1113

角館庁舎角館地域センター 0187-43-3309

田沢湖庁舎田沢湖地域センター 0187-43-1147

西木庁舎福祉事務所長寿支援課 0187-43-2281

美郷町

美郷町役場千畑庁舎福祉保健課 0187-84-4907

　③地域包括支援センターで話し合い、ケアプランを作成します。

　　介護予防通所介護と同等のサービスを受けることもできます。

地域包括支援センター　一覧

地域包括支援センター　一覧地域包括支援センター　一覧

地域包括支援センター　一覧

　①地域包括支援センターや市町の担当窓口で行っている基本チェックリストを受けます。

　②その結果、生活機能の低下等がみられた場合…「事業対象者」と判定されます。

　（これまでの要介護・要支援認定に加えて「事業対象者」が新設されました。）

　　「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用して自立した生活を続けましょう！　「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用して自立した生活を続けましょう！　「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用して自立した生活を続けましょう！　「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用して自立した生活を続けましょう！

　④介護予防・日常生活支援総合事業の利用開始です！！

※各市町の介護保険以外のサービスを受ける場合は、各担当課までご連絡ください。

仙北市

※｢非該当｣の認定を受けた方や、｢要介護認定｣の申請をしていない方は｢基本チェックリスト」｢基本チェックリスト」｢基本チェックリスト」｢基本チェックリスト」を行

い「事業対象者」「事業対象者」「事業対象者」「事業対象者」に該当すると「介護予防・日常生活支援総合事業」「介護予防・日常生活支援総合事業」「介護予防・日常生活支援総合事業」「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用できます。詳しくは

地域包括支援センターまでご相談ください。

大仙市

大仙市

　　　　　　　　　「介護予防・日常生活支援総合事業」とは？　「介護予防・日常生活支援総合事業」とは？　「介護予防・日常生活支援総合事業」とは？　「介護予防・日常生活支援総合事業」とは？

　※これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた介護予防訪問介護や

　　自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、

　　利用者と協働して家事の援助等を行います。

　　通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けることができます。

総合事業を利用するには？

総合事業を利用するには？総合事業を利用するには？

総合事業を利用するには？
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1 1 1

2 2

3

4

5

2 6

3 給付サービスの利用を希望していない

4 通いの場等への参加を希望している

5 1

6 2

3

9

10

等

要介護認定申請と基本チェックリストの振り分け　例

要介護認定申請と基本チェックリストの振り分け　例要介護認定申請と基本チェックリストの振り分け　例

要介護認定申請と基本チェックリストの振り分け　例

相談受付窓口

状態

希望するサービス

チェックリスト

チェックリストチェックリスト

チェックリスト 認定申請

認定申請認定申請

認定申請

4

5

6

7

8

等

介護サービスに関する知識が乏しく、どのようなサービスを利用したいか不

明

＊上記については例であり、個別に対応・判断することが必要

【留意事項】

すでにサービスを利用していて、継続が必要な場合（更新申請）

介護予防・生活支援サービス事業のみを利用し

ている場合（更新申請）

状態

1

排泄、食事摂取、洗身、着替えのすべてに誰かの介助が必要

６５歳未満

基本チェックリストによる判定を希望している

病院からの退院に備え、介護サービスの利用を検討している。（医療・介護

連携が必要）

日常生活に支障があるような疾病を有している。（医師の意見書を基にした

介護が必要）

本人の身体状況を要因として、寝たきりまたは自宅の中でしか生活できて

いない（身体介護が必要）

認知症状があり、専門的なサービスが必要。（必ず誰かの見守りを必要と

する。食事を取った事を毎回忘れる。等）

明らかに要介護状態

要介護認定申請を希望している

希望するサービス

施設入所

通所リハビリ

訪問看護

福祉用具貸与

短期入所生活介護

住宅改修

希望するサービス

等

一般介護予防事業

一般介護予防事業一般介護予防事業

一般介護予防事業

一般介護予防事業 訪問介護

通所介護

訪問や見守りといった生活支援を希望している

介護予防への取り組みを望んでいる
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介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出確認表介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出確認表介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出確認表介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出確認表

資格者証

資格者証資格者証

資格者証

（チェックリスト

（チェックリスト（チェックリスト

（チェックリスト

該当時に発行）

該当時に発行）該当時に発行）

該当時に発行）

被保険者証

被保険者証被保険者証

被保険者証

介護予防

介護予防介護予防

介護予防

サービス計画

サービス計画サービス計画

サービス計画

介護予防

介護予防介護予防

介護予防

ケアマネジメント

ケアマネジメントケアマネジメント

ケアマネジメント

前回

前回前回

前回 前回

前回前回

前回 今回

今回今回

今回

前回

前回前回

前回

届出書の変更及び提出

届出書の変更及び提出届出書の変更及び提出

届出書の変更及び提出

介護度など

介護度など介護度など

介護度など サービス内容

サービス内容サービス内容

サービス内容

今回

今回今回

今回

今回

今回今回

今回

なし なし ○○○○ ○○○○事業対象者

事業対象者事業対象者

事業対象者

なし

なし ○○○○

なし

要支援１

要支援１要支援１

要支援１

または

またはまたは

または

要支援２

要支援２要支援２

要支援２

○○○○
(介護保険事務所）

○○○○

○○○○

（ア）

（ア）（ア）

（ア）

○○○○
(介護保険事務所）

（イ） ○○○○ ○○○○ ○○○○
(介護保険事務所）

○○○○

○○○○

（ア）

（ア）（ア）

（ア）

（ア）

（ア）（ア）

（ア）

○○○○ ○○○○
要支援１

または

要支援２

（ア）

介護予防

介護予防介護予防

介護予防

サービス計画

サービス計画サービス計画

サービス計画

介護予防

介護予防介護予防

介護予防

ケアマネジメント

ケアマネジメントケアマネジメント

ケアマネジメント

（ア）

（ア）（ア）

（ア）

（ア）

（ア）（ア）

（ア）

（イ）

（イ）（イ）

（イ）

事業対象者

なし

なし

なし ○○○○

事業対象者

事業対象者事業対象者

事業対象者

（ア） ○○○○

要支援１

要支援１要支援１

要支援１

または

またはまたは

または

要支援２

要支援２要支援２

要支援２

○○○○

※（イ）だったが、その月のみ予防給付のサービスを利用せず（ア）のみ利用した場合は、改めて届出する必要は無い。

○○○○

○○○○○○○○

（ア） ○○○○

（イ）

（イ）（イ）

（イ）

サービス

内容

（ア）：　総合事業のサービスのみ

・現行相当の訪問介護　　・現行相当の通所介護

・訪問型サービスＡ　　・通所型サービスＡ　　など

※事業対象者：

基本チェックリスト実施により事業対象者に該当した者

要支援１

または

要支援２

要支援１

要支援１要支援１

要支援１

または

またはまたは

または

要支援２

要支援２要支援２

要支援２

・短期入所　　・福祉用具貸与

（イ）　：（ア）+次の予防給付サービス

・通所リハビリ　　・訪問看護

（イ） （イ）

（イ）（イ）

（イ）

※介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメントを届出している場合は改めて届出する必

要は無い。

（イ） （ア）

（ア）（ア）

（ア）

（ア） （ア）

（ア）（ア）

（ア）

（ア） （イ）

（イ）（イ）

（イ）
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

（注）ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）が18.5未満の場合に該当とする。

【記入日】平成　　  年　　  月　　  日（提出者： 　  　　    　  　　　　　）

被保険者番号

要介護認

定の有無

□ 認定なし（非該当・未申請）

□ 認定あり（要介護・要支援）

ふりがな

生年

月日

 明・大・昭

年

齢

基本チェックリスト基本チェックリスト基本チェックリスト基本チェックリスト

住 所

電話

番号

〒　　　　  －

           （　　　 ）

質　問　項　目 回　答

該当数

歳

性

別

男 ・ 女

氏 名 年　 　月　 　日

社

会

参

加

バスや電車で１人で外出していますか 0. はい 1.いいえ

／５

／

２０

日用品の買い物をしていますか 0. はい 1.いいえ

預貯金の出し入れをしていますか

0. はい

0. はい 1.いいえ

友人の家を訪ねていますか 0. はい 1.いいえ

家族や友人の相談にのっていますか 0. はい 1.いいえ

栄

養

６カ月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか 1. はい 0.いいえ

／２

1.いいえ

この1年間に転んだことがありますか 1. はい 0.いいえ

転倒に対する不安は大きいですか 1. はい 0.いいえ

身長（　    　　）㎝ 体重（　    　　）㎏　(ＢＭＩ＝　　　　　　　　　　　）（注）

運

動

器

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0. はい 1.いいえ

／５

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 0. はい 1.いいえ

15分位続けて歩いていますか

0.いいえ

閉

じ

こ

も

り

週1回以上は外出していますか 0. はい 1.いいえ

／２

昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1. はい 0.いいえ

口

腔

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1. はい 0.いいえ

／３

お茶や汁物等でむせることがありますか 1. はい 0.いいえ

口の渇きが気になりますか 1. はい

認

知

機

能

周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われますか 1. はい 0.いいえ

／３

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 0. はい 1.いいえ

今日が何月何日かわからない時がありますか 1. はい 0.いいえ

介護保険事務所処理欄

0.いいえ

被保険者証回収

　□ 済　         □ 紛失等により未回収

　□ 未回収（後日送付）

　□ 済　         □ 紛失等により未回収

　□ 未回収（後日送付）

介護保険システム入力 　□ 入力 　□ 入力（確認）済

被保険者

氏　　名

代理人

氏  名

本人との

関　　係

非該当該当事業対象者

　支援センター等の関係機関へ情報提供することに同意します。

資格者証発行

　□ 発行済（包括）　　　□発行済（市町）

  □ 未発行

　□ 発行済　    □未発行

【情報提供の同意】  私は、基本チェックリストの内容を私の介護予防及び総合事業のため、医療機関・地域包括

受 付 印

（ここ2週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる

1. はい 0.いいえ

（ここ2週間）わけもなく疲れたような感じがする 1. はい 0.いいえ

こ

こ

ろ

（ここ2週間）毎日の生活に充実感がない 1. はい

チェックリスト記入者

　□ 本人  □ 家族　□ その他（        ）

　□ 居宅介護支援事業所　□ 包括支援ｾﾝﾀｰ

　□ 本人  □ 家族　□ その他（     　　   ）

　□ 居宅介護支援事業所　□ 包括支援ｾﾝﾀｰ

1. はい 0.いいえ

　／５

（ここ2週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった 1. はい 0.いいえ

（ここ2週間）自分が役にたつ人間だと思えない

項　　目 窓口処理欄

yasuhiko-ueda
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連

 

絡

 

先

氏    名 本人との関係

　

　

　

　　　（続柄）

（基本チェックリスト：裏面）

（基本チェックリスト：裏面）（基本チェックリスト：裏面）

（基本チェックリスト：裏面）

状況調査について状況調査について状況調査について状況調査について

記入上の注意点

記入上の注意点記入上の注意点

記入上の注意点

１．状況調査の連絡先について記入してください。（平日の日中連絡のとれる電話番号をご記入下さい）

２．訪問か来所面談の日時が決まりましたら、下記（※）の同席される方にお伝え下さい。

 電話番号　　  　  （　  　）

電話番号                    　　（　　　　　）

携帯番号                    　　（　　　　　）

 □ 包括支援センター　

特記事項

状況調査の場所

状況調査日

時について

 □ 希望日は特にない

 □ 曜日の希望あり　     月曜日 ・ 火曜日 ・ 水曜日 ・ 木曜日 ・ 金曜日

 □ 時間の希望あり　     午前 ・ 午後　      　    時頃

状況調査時に

同席される方

はいますか？

 □ いる         ≪※ 同席される方（氏名）：                       　           ≫

≪※ 同席される方（氏名）：                       　           ≫≪※ 同席される方（氏名）：                       　           ≫

≪※ 同席される方（氏名）：                       　           ≫

 □ いない

 ◎状況調査を正確におこなうために家族等の同席をお願いしております。

   できるだけご協力をお願いします。

 □ 本人自宅

 □ その他

住  　所

訪問先名

yasuhiko-ueda
テキスト ボックス
-8-



届出区分

次のとおり届出します。 届出年月日

個人番号

性　　別

 〒　　　　 － 電話　　　　   （　 　　）

事業所を変更する場合の理由等（変更する場合のみ記入してください。）

被保険者証発行  □ 発行済　□未発行　□申請中未発行  □ 発行済 　 □申請中未発行　　□確認済

資格者証発行  □ 発行済　□未発行　

介護保険システム入力  □ 入力  □ 入力（確認）済

受付印

 □ 発行（確認）済 　　

（ 注 意 ）

１　この届出書は、介護予防サービス計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所等が決まり次第速やかに

地域包括支援センターへ提出してください。

２　介護予防サービス計画の作成若しくは介護予防ケアマネジメントを依頼する介護予防支援事業所又は介護予防支援若し

くは介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業所を変更するときは、変更年月日を記入のうえ、必ず地域包括

支援センターへ届け出てください。

届出のない場合、サービスに係る費用を一旦、全額負担していただくことがあります。

３　住所地特例の対象となる施設に入居中の場合は、その施設の住所地の市町村の窓口へ提出してください。

項　目 地域包括支援センター処理欄 介護保険事務所処理欄

被保険者証回収

 □ 済　　□ 紛失等により未回収

 □ 未回収（後日送付）　 □申請中

事業所番号  電話　　     　（　　 　）

介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者

※居宅介護支援事業者が介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する場合のみ記入して下さい。

居宅介護支援事業者（所）名

所在地

 〒　　　 －

住　所

介護予防サービス計画の作成を依頼（変更）する事業者　　※自己作成の場合は記入不要

介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター

 介護予防事業者（所）名・地域包括支援センター名

所在地

 〒　　　 －

被

保

険

者

被保険者番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

生年月日

 明 ･ 大 ･ 昭

氏　名

　　　　　　　　　　　　　  　 ㊞

　　　年　　　    月　　  　  日 

男　　・　　女

開始(変更）年月日 平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書

※次のいずれかにチェックしてください。□介護予防サービス計画作成・□介護予防ケアマネジメント

※次のいずれかにチェックしてください。□介護予防サービス計画作成・□介護予防ケアマネジメント※次のいずれかにチェックしてください。□介護予防サービス計画作成・□介護予防ケアマネジメント

※次のいずれかにチェックしてください。□介護予防サービス計画作成・□介護予防ケアマネジメント

大曲仙北広域市町村圏組合  管理者　様 新規　・　変更

平成　   年　   月　   日

yasuhiko-ueda
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別記様式１７

大曲仙北広域市町村圏組合管理者　様

次のとおり届出します。 届出区分

届出年月日

個人番号

性　　別

所在地

（注意）

平成　　　　年　　　　月　　　　日

受付印

事業所を変更する場合の理由等（変更する場合のみ記入してください。）

 □未回収（後日送付）　　□申請中　

介護保険システム入力  □入力  □入力（確認）済

証発行  □発行済 　□未発行 　□申請中未発行  □発行済 □未発行 □申請中未発行

　１　この届出書は、要介護認定等の申請時に、若しくは、居宅サービス計画の作成を依頼する事業

　　所が決まり次第、速やかに市町村介護保険窓口へ提出してください。

　２　居宅サービス計画の作成を依頼する事業所を変更するときは、変更年月日を記入のうえ、必ず

　　市町村介護保険担当窓口へ届け出てください。

　　　届出のない場合は、サービスに係る費用を一旦、全額自己負担していただくことがあります。

　３　届出の際は、介護保険被保険者証または、介護保険資格者証を添えて提出してください。

　　なお、介護保険被保険者証には届出年月日が印字されます。

項　　目 窓口処理欄 介護保険事務所処理欄

届出書提出者

 □本人・家族　　□居宅介護支援事業者

 □その他（　　　　　　　　　　）　

被保険者証回収

 □済　　□紛失等により未回収

居宅サービス計画の作成を依頼（変更）する事業者　　※自己作成の場合は記入不要

事業者（所）名 〒　　　－

事業所番号 電話　　　　（　　　）

印

男　　・　　女

住　　　所

　〒　　　　－ 電話　　　　（　　　）

氏　　　名

開始（変更）年月日

居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書

新規 　・　 変更

平成　　　年　　　月　　　日

被

保

険

者

被保険者番号

フリガナ

生年月日

明・大・昭　　　年 　　月 　　日

yasuhiko-ueda
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◎認定有効期間

申請区分 原 則 範 囲

新 規 － ６か月 ３ ～ １２か月

要支援要支援要支援要支援 →→→→ 要支援要支援要支援要支援 １２か月 ３ ～ ２４か月

要介護要介護要介護要介護 →→→→ 要介護要介護要介護要介護 １２か月 ３ ～ ２４か月

要支援要支援要支援要支援 →→→→ 要介護要介護要介護要介護 １２か月 ３ ～ ２４か月

要介護要介護要介護要介護 →→→→ 要支援要支援要支援要支援 １２か月 ３ ～ ２４か月

区分変更 － ６か月 ３ ～ １２か月

前回介護度  今回介護度

更 新

*平成29年4月1日認定有効期間開始分より適用
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